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軍
歴
証
明
に
関
す
る
質
問
主
意
書

旧
陸
海
軍
軍
人
・
軍
属
の
軍
歴
は
、
恩
給
、
叙
勲
、
被
爆
者
健
康
手
帳
申
請
等
の
際
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
人
や

遺
族
な
ど
の
関
係
者
は
軍
歴
証
明
を
請
求
し
、
発
行
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
軍
歴
証
明
の
請
求
窓
口
が
、
陸
軍

軍
人
・
軍
属
（
高
等
文
官
等
を
除
く
）
の
場
合
は
都
道
府
県
、
陸
軍
軍
属
（
高
等
文
官
等
）
及
び
海
軍
軍
人
・
軍
属
の
場
合
は

厚
生
労
働
省
と
異
な
る
た
め
、
申
請
を
受
け
付
け
て
も
ら
え
ず
、
別
の
請
求
窓
口
に
申
請
を
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど

申
請
者
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。

都
道
府
県
が
、
陸
軍
軍
人
・
軍
属
（
高
等
文
官
等
を
除
く
）
の
請
求
窓
口
に
な
っ
て
い
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
戦
後
、
陸
軍

省
廃
止
等
に
よ
る
組
織
の
変
遷
を
経
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
と
同
時
に
同
法
附
則
第

十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
兵
籍
等
が
都
道
府
県
に
移
管
さ
れ
た
た
め
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
が
、
海
軍
軍

人
・
軍
属
の
請
求
窓
口
に
な
っ
て
い
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
戦
後
、
海
軍
省
廃
止
等
に
よ
る
組
織
の
変
遷
を
経
て
、
そ
の
奉
職

履
歴
等
が
厚
生
労
働
省
に
移
管
さ
れ
た
た
め
と
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
理
由
及
び
根
拠
は
必
ず
し
も

明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。

戦
後
七
十
年
が
経
過
し
、
軍
歴
を
必
要
と
す
る
関
係
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
軍
歴
証
明
の
請
求
に
当
た
っ
て
簡
便
な

一



手
続
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

陸
軍
軍
人
・
軍
属
（
高
等
文
官
等
を
除
く
）
と
海
軍
軍
人
・
軍
属
で
、
兵
籍
等
の
保
管
場
所
が
異
な
る
理
由
及
び
根
拠
を

お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
陸
軍
軍
人
・
軍
属
（
高
等
文
官
等
を
除
く
）
と
海
軍
軍
人
・
軍
属
で
、
軍
歴
証
明
の
請
求

窓
口
が
異
な
る
理
由
及
び
根
拠
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

二

陸
軍
軍
人
・
軍
属
（
高
等
文
官
等
を
除
く
）
と
陸
軍
軍
属
（
高
等
文
官
等
）
で
、
兵
籍
等
の
保
管
場
所
が
異
な
る
理
由
及

び
根
拠
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
陸
軍
軍
人
・
軍
属
（
高
等
文
官
等
を
除
く
）
と
陸
軍
軍
属
（
高
等
文
官
等
）

で
、
軍
歴
証
明
の
請
求
窓
口
が
異
な
る
理
由
及
び
根
拠
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

三

申
請
者
の
利
便
性
に
資
す
る
た
め
、
陸
海
軍
軍
人
・
軍
属
の
軍
歴
証
明
の
請
求
窓
口
を
一
本
化
す
べ
き
と
の
考
え
に
対
す

る
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

四

請
求
窓
口
が
異
な
る
と
し
て
申
請
を
受
け
付
け
て
も
ら
え
ず
、
別
の
請
求
窓
口
に
申
請
を
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
事
案
の
再
発
防
止
に
向
け
て
、
軍
歴
証
明
の
事
務
に
係
る
改
善
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


